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2025年５月２日 

日本銀行決済機構局 

 

ＣＢＤＣフォーラム ＷＧ３ 

「ＫＹＣとユーザー認証・認可」 

第 12回会合の議事概要 

 

 

１．開催要領 

（日時）2025年２月４日（火）14時 00分～16時 30分 

（形式）対面形式およびＷｅｂ会議形式 

（参加者）別紙のとおり 

 

 

２．プレゼンテーション 

株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、大日本印刷株式会社よりプレ

ゼンテーションが行われた。概要は以下のとおり。 

 

（１）対面におけるＫＹＣ、認証について①（株式会社みずほ銀行） 

―― プレゼンテーション資料は別添１を参照。 

銀行における対面でのＫＹＣ・認証について、実務や金融犯罪対策の観点か

ら紹介した上で、ＣＢＤＣにおける対面取引についての論点を挙げる。 

 

対面の口座開設では、犯罪収益移転防止法（以下、犯収法）に基づき、本人

確認および取引時確認を実施しており、本人確認書類を基に、氏名・住所・生

年月日等の本人特定事項と、主にお客さまからの申告を基に取引目的・職業・

事業内容等の顧客管理事項を確認している。なお、対面で利用可能な本人確認

書類は、運転免許証やマイナンバーカードをはじめ、船員保険被保険証や自衛

官診療証等、多岐にわたる。 

本人確認書類には、１点のみの提示で受付可能なものと、２点の提示が必要

なものが存在しており、店頭の職員はその組み合わせや種類を理解し対応す

る必要がある。しかし、目にする機会の少ない本人確認書類が提示された場合

は、当該書類が本人確認書類として受付可能かについて本部への照会が必要

なことも多く、店頭・本部共に負担が大きい実態がある。 

当局からの要請等もあり、在留カードを保有しているお客さまにはその提

示を依頼し、在留期限超過となった場合は取引制限がかかる等の留意事項を
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説明しており、通常よりも一層丁寧な対応を行っている。 

 

特殊詐欺等の金融犯罪の増加を背景にＡＭＬ／ＣＦＴや金融犯罪対策の強

化が求められている。こうした状況下、現金等の取引や、高額な取引、頻繁な

取引等の一般的に不正リスクが高いと思われる取引には、通常の確認事項に

加えて取引のエビデンスとなる契約書類等の提出を依頼する場合がある。そ

うした確認を行っても、最終的に不審点が払拭できない場合は取引を断るケ

ースもある。このような取り組みもあり、口座不正利用に伴う口座の利用停

止・強制解約等の件数は直近数年で急激な増加傾向にある。 

2024年６月に政府より「国民を詐欺から守るための総合対策」が公表され、

金融機関に対して、高齢者のＡＴＭでの振込・引出制限や、不審な取引の警察

への通報、本人確認書類のＩＣチップ読み取り等による金融犯罪対策の強化

が要請された。 

当行では、本人確認手続強化の一環として、2024年 11月より一部店舗にて

真贋判定ツールを導入し、今後段階的に導入店舗を拡大していく予定である。 

 

最後に、ディスカッションのための論点を整理する。 

上述のとおり、対面のＫＹＣにおける現状として、本人確認書類が多岐にわ

たり確認負担が大きいほか、昨今の金融犯罪情勢や当局・社会的な要請を踏ま

え対面での確認負担が増加している。こうした背景を踏まえて、ＣＢＤＣにお

ける対面のＫＹＣについては、簡略化が必要と考えられ、そのためのディスカ

ッションポイントを２点挙げる。 

１点目は、本人確認手続きについて。上述のとおり、本人確認の強化に伴い

確認負担が増加しているため、対応する本人確認書類の種類についてＩＣチ

ップを搭載しているマイナンバーカード、運転免許証、在留カードに限定する

等の簡略化が求められるのではないか。 

２点目は、金融犯罪対策強化に伴うお客さまの理解促進について。金融犯罪

の被害が高齢者に多い理由の一つには商品の理解不足があると考える。これ

を防ぐには、対面取引時に十分な説明が必要である。しかし、その説明負担は

店頭の職員への業務負担になるため、ＣＢＤＣではお客さまの理解促進と店

頭の説明負担軽減を両立するシンプルな商品設計が必要ではないか。 

以上について、各参加者の意見やコメントを伺いたい。 

 

 

（２）対面におけるＫＹＣ、認証について②（株式会社三井住友銀行） 

―― プレゼンテーション資料は別添２を参照。 
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銀行における対面での取引時確認と疑わしい取引懸念先への対応について

説明した上で、グループディスカッションでのポイントについて整理したい。 

 

口座開設や大口現金取引等の特定取引を行う際には、取引時確認が必要と

なり、氏名・住所・生年月日等の本人特定事項と、取引目的・職業・外国ＰＥ

Ｐｓ等の顧客管理事項の確認を行う。特定取引を行いたいお客さまと、実際の

手続きを行う手続者が異なる場合は、手続者の本人特定事項や、お客さまと手

続者の関係、代理権の有無等を確認しており、手続者が個人のお客さまの場

合、法定代理人であるか、委任状を持っているか等で代理権の有無を判断して

いる。 

本人特定事項は、犯収法上有効な本人確認書類の提示により確認しており、

書類１点の提示で良いもの、書類２点の提示が必要なもの、書類の提示に加え

記載された住所への転送不要郵便による郵送確認が必要なもの等の違いがあ

る。また、本人確認書類が有効期限内であるかも確認しており、有効期限の記

載がない場合は発行日から６ヶ月以内か等も確認している。 

預貯金口座の役割としては、日本での生活を支える社会インフラの側面も

あるため、日本国籍を有していないお客さまからの口座開設等の申出もある。

その際には、本人特定事項と顧客管理事項に加え、在留カード等の提示による

国籍、在留資格、在留期間等も確認している。また、「国民を詐欺から守るた

めの総合対策」にもある通り、帰国する在留外国人から不正に譲渡された預貯

金口座が金融犯罪等に利用される実態がみられることから、当行では口座開

設時に口座の売買・譲渡・貸し借りは犯罪である旨を説明し、注意喚起してい

る。 

 

代表的な金融犯罪として、高齢者を狙った振り込め詐欺や、還付金詐欺、架

空料金請求詐欺等の特殊詐欺があるため、当行では、店頭・ＡＴＭ付近におい

て、高齢者のお客さまを中心に特殊詐欺の被害防止に向けた注意喚起を行っ

ている。 

取引目的が不明確な場合や取扱金額が過大な場合等の不審点があれば、お

客さまの取引内容、状況等について追加の確認を行っている。確認に応じても

らえない場合や回答が不明瞭で疑義が払拭できない場合は、疑わしい取引懸

念先として対応することになる。確認を行った際にお客さまが不快に思われ

る場合もあるが、当行ホームページに掲載している「マネー・ローンダリング

及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた当行の取り組みを

ご案内するとともに、全銀協・金融庁作成の取引時確認に対するご理解・ご協

力をお願いするチラシをお渡しする等によって、お客さまにはご理解いただ
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けるように努めている。 

当行では、偽造本人確認書類による口座開設防止のため、2023 年４月より

店頭に真贋判定補助機器を段階的に導入し、本人確認書類のスキャンによっ

て真贋判定を行っている。スキャンの拒否や、判定結果がＮＧの場合は、取引

の謝絶や、必要に応じて警察へ連絡を行う。但し、判定結果がＮＧの場合は、

券面の汚れやＩＣチップの破損等による誤作動の可能性を考慮し、必要に応

じて他の本人確認書類による確認を実施している。 

 

次に、疑わしい取引懸念先への対応について説明する。 

警視庁発表の「犯罪収益移転防止に関する年次報告書（令和５年）」による

と、特定事業者から所管行政庁に届け出られた疑わしい取引の件数は、2020年

度までは年間 40万件程度で推移していたが、2021年度以降増加傾向にあり、

2023年度には年間 70万件を超え過去最多となっている。 

続いて、疑わしい取引の参考事例を４つ紹介する。 

１つ目は、口座開設時に親族や通訳ではない知人が同伴しているケース。高

齢のお客さまの場合、親族や法定代理人等がお客さま本人に代わり手続き行

うのは珍しくはないが、知人が同伴するケースでは、口座開設者ではない別の

利用者が存在する懸念がある。 

２つ目は、お客さま自身の名前や生年月日等、普段書き慣れているはずの本

人特定事項を何度も誤記入するケース。この場合、なりすましによって偽造本

人確認書類を利用している懸念がある。 

３つ目は、お客さまの挙動が不審なケース。例えば、携帯電話で指示を受け

ているように見える場合は、第三者による利用や、お客さま自身が詐欺の被害

に遭って何らかの指示を受けている懸念がある。 

４つ目は、入金原資が不明確なケース。年齢・職業等に対して過大な現金を

持ち込んでいる場合、犯罪収益等の入金を試みている懸念がある。 

疑わしい取引の判断は難しく、上述の参考事例に類似していても合理的な

理由が確認できる場合もあれば、事例に該当しなくとも疑わしい取引と判断

する場合もある。故に、画一的な判断基準を設けることは難しく、当行では一

般的な取引との比較や、お客さまご自身の過去の取引との比較、取引時確認と

の整合性等の観点で総合的に判断を行っている。 

こうした観点をもとに、店頭の職員が疑わしい取引と判断した場合、お客さ

まの取引申出を謝絶することになるが、その結果、お客さまから暴言や脅迫、

長時間の居座りの被害等のカスタマーハラスメントに発展するケースもあ

る。店頭の職員は、このような難しい判断を迫られるとともに、カスタマーハ

ラスメントの被害に遭う可能性もあり、その負担は増している。当行では、カ
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スタマーハラスメントに対しては、毅然とした姿勢で対応する方針を明示し

た「お客さま対応における基本方針」を店内に掲示し、その方針に則り対応を

行っている。 

以上のような不正利用を防止するための対応は、お客さまの利便性を損ね

る面もあるが、社会全体として取り組むべき課題であると認識している。お客

さまのご理解を得るためにも、金融機関として取引時確認が求められている

背景や、確認行為の意義等がより一層社会全体に周知されることが必要だと

考える。 

 

最後にディスカッションポイントを２点挙げる。 

１点目は、疑わしい取引懸念先に対して、明確な判断基準が設けられていな

い中でどこまで踏み込んで確認を行うべきか。その上で、不審な点がある場合

は、毅然とした態度で追加確認・謝絶対応を行うためには、どうすればよいだ

ろうか。 

２点目は、対面で取引時確認する際に、ＩＣチップ付本人確認書類の読み取

りを義務付けることの課題・実現可能性について。「国民を詐欺から守るため

の総合対策」において、非対面の本人確認はマイナンバーカードの公的個人認

証に原則一本化し、対面の本人確認もＩＣチップ読み取りを義務付けられる

方針が出ている。こうした取り組みを行う上では、各金融機関の実務上どうい

った課題等があるか。 

以上についてご意見を伺いたい。 

 

 

（３）対面におけるＫＹＣ、認証について③（大日本印刷株式会社） 

―― プレゼンテーション資料は別添３を参照。 

本プレゼンテーションでは、銀行店頭での本人確認業務をサポートするサ

ービスを金融機関向けに提供している事業者の立場から事例等を交えて説明

を行う。 

 

銀行店頭での対面における本人確認を含む口座開設の申込において、当社

では、大きく分けて以下２つのパターンでサービスを提供している。 

１つ目は、オンラインで申込が完結できる既存の個人向け口座開設アプリ

を銀行のタブレット端末に導入するパターン。この場合、来店されたお客さま

は、店内の専用ブースでタブレット端末を操作し、サポートが必要な際には、

行員が適宜フォローをする運用となる。店頭においても、基本的にお客さまが

単独で申込を完結できることになり、行員の業務負荷の軽減を図っている。お
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客さまご自身でｅＫＹＣやその後の操作を行うために顧客利便性を損なう可

能性も考えられるが、行員の空いた時間をお客さまへの説明等の対応に充て

ることができるため、結果的に顧客満足度の向上に繋がるのではないかと考

えている。また、対面であっても非対面と共通のアプリを利用しているため、

法令対応等によるシステム改修が必要な場合でも、別々に対応する必要がな

くなり、効率的なメンテナンスが可能となる。 

２つ目は、行員が従来通りの窓口での本人確認を実施した後に、お客さまは

タブレット端末上に表示された帳票や申込書等のＰＤＦファイルに手書きや

ソフトウェアキーボードを使用し必要情報の入力を行うパターン。基本的に

は申込手続きの業務効率化・電子化を支援するサービスとなり、従来通りお客

さまは、行員の説明を受けながら申し込みをいただき、行員が本人確認結果を

入力する運用となる。 

 

これまで行われていた目視による本人確認では、対応する行員のスキルや

経験に依存し、第三者によるなりすましや本人確認書類の有効期限切れの見

落とし、本人確認書類の真偽見極めの苦慮等により、標準化された対応が困難

であることやクレームリスクにより判断を行う個人への心理的負担が大きい

という課題があった。こうした課題に対処するために、システム対応によるサ

ポートが必要であると考える。 

当社では、このような背景のもと、本人確認書類の顔写真と撮影した顔画像

を照合し本人の同一性確認ができる「顔照合サービス」と、本人確認書類に搭

載されたＩＣチップ内の情報や券面情報から本人確認書類の真贋判定を行う

「本人確認書類の真贋判定サービス」を提供している。また、2024 年８月に

デジタル庁より事業者や自治体向けに「マイナンバーカード対面確認アプリ」

の提供が開始されており、今後はシステムを活用した厳格な本人確認が一層

求められるだろう。 

 

最後に、グループディスカッションのための論点を３点挙げる。 

１点目は、店頭に来店されたお客さまであってもｅＫＹＣで本人確認をす

ることで行員の業務効率化・平準化が図れるか。 

２点目は、本人確認書類のコピー取得をお客さまに拒否された場合、どのよ

うに対応するか。 

３点目は、スマートフォンに搭載されたマイナンバーカードを利用して対

面の本人確認を行う場合、どのような対応が考えられるか。 

以上について、各参加者の意見を伺いたい。 
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３．質疑応答とグループディスカッション 

参加者による質疑応答の後、グループディスカッションが行われ、各グループ

代表者からの発表が行われた。概要は以下のとおり。 

 

【利用可能な本人確認書類】 

（日本銀行）銀行で利用可能な本人確認書類は、どのようなイニシアチブのも

と決められているのだろうか。また、今後の動向についても教えていただきた

い。 

 

（参加者）銀行の本人確認において利用可能な本人確認書類は、犯収法に列挙

されている。また、「国民を詐欺から守るための総合対策」にて、犯収法に基

づく非対面の本人確認手法はマイナンバーカードの公的個人認証へ一本化し、

対面でもマイナンバーカード等のＩＣチップ情報の読み取りを義務付ける旨が

記載されており、利用可能な本人確認書類の種類は今後限定されていくだろ

う。 

 

（日本銀行）多様な本人確認書類を適切に判断して受け入れる対応が大変だと

伺ったが、犯収法の改正を待たずとも業務効率化、費用対効果のビジネスジャ

ッジの観点から、個別行の取り組みとして利用可能な本人確認書類を絞ること

は難しいのだろうか。 

 

（参加者）議論としてはあり得ると思うが、公共サービスとしての銀行の立場

もあるため、そのような取り組みを現時点で行うのは簡単ではないだろう。 

 

（日本銀行）個別行の取り組みとしては難しいとすれば、犯収法の改正などに

基づいて業界全体で一斉に対応していくことが必要なプロセスになると理解し

た。 

 

【疑わしい取引の疑義が生じた際の対応】 

（参加者）非対面取引に比べて対面取引は、細かな取引時確認が行えると認識

しているが、疑わしい取引の疑義が生じた際の対応に差はあるのだろうか。 

 

（参加者）詳細な回答は控えるが、対面、非対面ともに同水準の対応を行って

いる。なお、アプリ等による非対面での口座開設後に何らかの疑義が生じた場

合には、店頭への来店を要請する。来店に応じていただけない場合や、来店い
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ただいても疑義が払拭できない場合には口座解約等の対応を行っている。 

 

【ＩＣチップ読取による真贋判定方法導入の抑止力】 

（日本銀行）対面での本人確認の手続きの中で、目視による券面確認だけでは

なく、真贋判定機器等を用いたＩＣチップ読取による真贋判定のステップがあ

るということ自体が、不正への抑止力となり得るのだろうか。 

 

（参加者）ＩＣチップ読取の真贋判定がある銀行と認識されれば、悪意者は当

該銀行での本人確認手続きを避けると想定され、そのようなこと自体が抑止力

となり得るだろう。また、仮に本人確認手続きを行ったとしても、現時点では

ＩＣチップの偽造は困難であるため、真贋判定を突破することは考えにくい。

加えて、そもそも対面取引において偽造本人確認書類を使用する場合は、券面

の見た目だけでなく、手触り等も含めて高精度で再現する必要があるために、

非対面での本人確認に比べて、悪意者にとって準備の難易度が高く、コストも

嵩むため、こうした試み自体が多くはないと考えられる。 

 

【代理人による手続き】 

（日本銀行）代理人が来店して手続きを希望されるケースは、どのようなケー

スがあり得るのか。また、そうしたケースにおける対応の難しさや、非対面で

は難しいが対面では対応できる点などの違いがあれば教えていただきたい。 

 

（参加者）代理人による手続きについては、例えば、高齢や入院中等の理由で

来店できない口座名義人本人に代わり、代理人が入院費等の支払いを目的とし

て出金を希望するケースがある。こうしたケースにおいて、委任状で代理権を

確認できることが望ましいが、対面ならではの点としては、窓口の担当者がお

客さまに寄り添って、それぞれの事情に応じながら、丁寧に対応を行えること

が挙げられる。 

 

【本人確認書類の仕様・規格変更への対応】 

（日本銀行）本人確認書類の仕様・規格等に変更があった場合、本人確認書類

の真贋判定サービスにおいてはどのような対応が必要となるのだろうか。 

 

（参加者）大幅な仕様・規格変更でない限りは、ソフトウェアの更新で対応可

能である。 

 

【各グループ代表者からの発表】 
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（参加者）犯収法に基づく非対面の本人確認方法については、マイナンバーカ

ードを用いた公的個人認証に原則一本化される見込みであることを踏ま

え、ＣＢＤＣの本人確認はマイナンバーカードのみと限定すれば、仲介機

関の業務負荷は軽減されるだろう、との意見があった。加えて、マイナン

バーカードの登録情報の更新に合わせてＣＢＤＣ口座の情報も連動して更

新されるようにできれば、継続的顧客管理等の期中管理の業務負荷軽減も

期待できるのではないか、との意見があった。 

 

（参加者）銀行や携帯電話事業者等のように店舗がある業態の場合、店頭での

本人確認をｅＫＹＣにシフトすることで効率化が図れる可能性はあるが、

来店されたお客さま自身の手間が増えることに加え、特に高齢のお客さま

にとっては操作が難しく、必ずしも業務効率化に繋がらない可能性があ

る。 

 また、人による対面の本人確認において、本人確認書類の真贋判定機器

等の導入の要否や本人確認で得た情報をどのように取り扱うかについても

事前に整理する必要がある、との意見があった。 

 

（参加者）アプリ等による非対面での手続きに不慣れな人や高齢者等もＣＢＤ

Ｃを使いたいと思うような利便性やインセンティブが提供される場合は、

ＣＢＤＣ口座開設等の手続きを対面で希望されるニーズが大きくなること

が想定される。こうした場合の仲介機関の立場を考えると、ＣＢＤＣを取

り扱うことによる収益性が高くない限りは、仲介機関にとって収支のバラ

ンスが釣り合わないと考えられる。このため、仲介機関のビジネスとして

成り立たせるためには、ＣＢＤＣを取り扱うことによって、自社の顧客基

盤の拡大が図れることや、その他の付帯収益が得られること等のインセン

ティブが必要になると考える。例えば、銀行の場合は、手続きを行った仲

介機関の預金口座がＣＢＤＣ口座と紐付けられることで日常的に利用され

るようになり、結果として当該預金口座の残高が積み上がることで付帯収

益を得られることは、インセンティブのひとつと考えられる。また、仲介

機関が提供する何らかのサービスに対して、行政が利用料を負担すること

も考えられるだろう。 

 ＣＢＤＣにおけるＫＹＣやＡＭＬ／ＣＦＴ等への対応については、金融

機関や資金移動業者が提供する既存のサービスと比べて、例えば、高額な

取引が可能であったり、本人確認や当人認証が緩やかであったりする等、

リスクが過大でない限りは、銀行や資金移動業者といった特定事業者が行

っている既存の対応と同水準で足りると思われる。仮に、既存の対応で足
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りないとすれば、ＣＢＤＣの仲介機関になることによってＣＢＤＣ特有の

追加対応が必要となり、それ自体が仲介機関になることの障害のひとつに

なる可能性がある。そのため、ＣＢＤＣの制度設計・要件定義の際には、

その設計をどのようにするかだけでなく、そうした設計が既存のサービス

と比較してどのような差異があり、既存の業務プロセスに対してどのよう

な影響を及ぼすかがポイントになる、との意見があった。 

 

（参加者）店頭での本人確認が厳格でない金融機関や支店の情報は、悪意者に

よって共有され、そこが集中的に狙われる可能性があるため、留意が必要

である。また、地方社会の実情として、地方金融機関に来店されるお客さ

まは高齢層の割合が高く、車社会であるために運転免許証は携行している

一方で、マイナンバーカードの携行率は低い傾向があるため、マイナ免許

証を含めた一層のマイナンバーカードの普及が課題、との意見があった。 

 また、お客さまがＣＢＤＣ口座の開設時に提供した本人確認のための情

報については、他の仲介機関が本人確認をする際に参照できれば役立てら

れるのではないか、との意見があった。 

 

（参加者）対面の本人確認において、ＩＣチップ読み取りの義務化や対応する

本人確認書類を限定することは、不正対策の強化や業務負担の軽減に繋が

ると考えられる一方で、災害時等の通常と異なる対応が求められる場面で

の対応方法を予め定めておくことが必要となることに繋がると考えられ

る、との意見があった。 

 

（参加者）論点として挙げられた「スマートフォンに搭載されたマイナンバー

カードを利用して対面の本人確認を行う場合の対応について」は、本人確

認に関する情報をＮＦＣやＢｌｕｅｔｏｏｔｈ等を活用してやり取りする

ため、スマートフォン画面自体のコピーや画面キャプチャ画像の送付等は

必要ないだろう。 

 

（参加者）本人確認の方法や生じる課題は、仲介機関はお客さまの対面対応が

求められるか否かや、反社会的勢力に属する個人の取扱いをどうするかと

いったＣＢＤＣの制度設計によっても、異なり得る、との意見があった。 

 

（参加者）犯収法の施行規則改正方針として、対面での本人確認は、マイナン

バーカードや運転免許証等のＩＣチップの読み取りの義務化、非対面での

本人確認は、マイナンバーカードを用いた公的個人認証に原則一本化、が
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示されていることから、対面においても非対面と同様の本人確認を実施す

ることで効率化が図れる、との意見があった。また、各仲介機関が個別に

本人確認の手法を整備するのではなく、何らかの組織・機関等が本人確認

の仕組みを構築し、仲介機関がこれを共同利用することも考えられる、と

の意見があった。 

 このほか、ＣＢＤＣの利用はデジタルデバイスで基本的に完結するとい

う前提を置いた場合、あらゆるお客さまを想定した本人確認手続きを準備

するのではなく、ある程度割り切った対応でも十分ではないか、との意見

があった。 

 

 

４．次回予定 

 

次回の会合は３月 12日（水）に開催予定。 

 

 

以 上  
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別紙 

 

ＣＢＤＣフォーラム ＷＧ３ 

「ＫＹＣとユーザー認証・認可」 

第 12回会合参加者 

 

（参加者）※五十音・アルファベット順 

大日本印刷株式会社 

株式会社千葉銀行 

日本電気株式会社 

日立チャネルソリューションズ株式会社 

フェリカネットワークス株式会社 

株式会社マネーフォワード 

株式会社みずほ銀行 

株式会社三井住友銀行 

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 

株式会社りそなホールディングス 

ＮＲＩセキュアテクノロジーズ株式会社 

株式会社ＮＴＴドコモ 

ＰａｙＰａｙ株式会社 

 

 

（事務局） 

日本銀行 
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アジェンダ

１．対面でのKYCについて

２．金融犯罪対策強化について

３．ディスカッション
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運転免許証
マイナンバーカード
在留カード
健康保険証
住民票の写し
船員保険被保険者証
自衛官診療証
など

１-1．対面でのKYC（本人確認実務について）

本人特定事項（本人確認書類で確認） 顧客管理事項（主に申告ベース）

【個人】
・氏名 ・住所 ・生年月日

【法人】

・名称、本店・主たる事務所の所在地

・取引目的、職業・事業内容、
実質的支配者・代理権の確認

・リスクが高い業種、取引に応じた

確認事項

口座開設時の確認事項

対面で利用可能な本人確認資料

・対面での口座開設では、本人確認書類で本人特定事項を確認するとともに、取引時確認を実施
・本人確認書類は多岐にわたり、さまざまな書類が利用可能
・店頭ではニッチな本人確認書類を持ち込まれることもある



4１-2．対面でのKYC（本人確認書類について）

・本人確認書類の種類によっては確認
・１点のみで受付可能な本人確認書類と、２点で受付可能な本人確認書類が存在

１点のみで受付可能な本人確認書類 ２点で受付可能な本人確認書類

顔写真付き本人確認書類の原本（いずれか1点）

運転免許証
運転経歴証明書（2012年4月1日以降に発行されたもの）
パスポート（2020年2月4日以前に申請されたもの）
住民基本台帳カード（顔写真あり）
在留カード
特別永住者証明書
外国人登録証明書
個人番号カード
各種福祉手帳（顔写真あり）
官公庁が発行（発給）した氏名・住所・生年月日の記載があるも
の（顔写真あり）
身体障害者手帳 等

以下、Aから2点もしくはAとBから1点ずつ必要

本人確認書類「A」（原本）
各種資格確認書
介護保険者証
各種年金手帳
各種福祉手帳（顔写真なし）
母子健康手帳
印鑑証明書（取引に実印を使用する場合）
パスポート（2020年2月4日以降に申請されたもの）

本人確認書類「B」（原本）
住民票の写し
公共料金の領収書
国税・地方税の領収証
社会保険料の領収証書（国民年金保険料や健康保険料の領収書等）
納税証明書
印鑑証明書
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・在留カードを保有している顧客には、口座開設時に在留カードの提示を依頼
・マネロン上リスクの高い取引を行う場合は、追加で書類を求める場合があり、お取引をお断りするケースもある

１-3対面でのKYC（その他）

【店頭でお取引されるお客さま向けのご案内】【在留カードをお持ちの方向けのご案内】
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42,986
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合計 利用停止 強制解約等

（件）

※「口座不正利用」とは、「ヤミ金融業者の返済金振込口座（出資法違反等）」、「サイト利用代金等の債権を譲り受けたと偽って架空の代金請求をする際の
代金振込口座（詐欺）」、「いわゆる『オレオレ詐欺』における振込口座（詐欺）」等、法令や公序良俗に違反する行為に銀行預金口座が利用されること。

※「件数」は、原則として口座単位。
※「合計」数は利用停止および強制解約等（除く既利用停止）の合計。

（引用：全国銀行協会『盗難通帳、インターネット・バンキング、盗難・偽造キャッシュカードによる預金等の不正払戻し件数・金額等に関するアンケート結果および口座不正利用に関するアンケート結果について（2024年9月発表）』より

https://www.zenginkyo.or.jp/hanzai/statistics/）

増加傾向

2-1.金融犯罪対策強化について

・口座不正利用に伴う口座の利用停止・強制解約等の件数は増加
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・特殊詐欺等の金融犯罪の増加を踏まえて、金融機関としては一層の対策強化が必要
・国民を詐欺から守るための総合対策では、窓口での不審な取引を検知した場合に警察への通報等が求められている
・また、高齢者に対するATM限度額引き下げについても盛り込まれており、店頭への流入増加も想定
→店頭でのＫＹＣ強化が求められる

（出典：犯罪対策閣僚会議（首相官邸HP））

2-2.金融犯罪対策強化について（対面でのKYC）

「国民を詐欺から守るための総合対策」に
て求められる対応例

・高齢者に対するＡＴＭ限度額引き下げ

・不審な取引の警察への通報

・本人確認資料のICチップ読み取り
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・対面のKYCの場合は、偽造本人確認書類の確認のために目視確認が必要
・所管省庁から留意点等が示されているケースはあるが、すべてが網羅されているわけではない

2-3.金融犯罪対策強化について（偽造対策）

（出典：出入国在留管理庁HP）（出典：デジタル庁提供資料）
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・みずほ銀行では本人確認手続強化の一環として、2024年11月に一部店舗にて真がん判定ツールを導入
・今後、段階的に対象店舗を拡大予定

2-4.金融犯罪対策強化について（真がん判定ツール導入）

マイナンバーカード等の公的書類のICチップ読取に対応

利用イメージ



103.ディスカッション

ディスカッション
ポイント

• 本人確認手続
• 本人確認書類はマイナンバーカード、運転免許証、
在留カードに限定するなど簡素化

• 金融犯罪対策強化に伴う顧客の理
解促進

• 詐欺被害の未然防止のためには、対面取引時に十
分な商品説明が必要。顧客理解と店頭負担軽減を
両立するためにはシンプルな商品設計が必要

対面のKYCにおける現状
・本人確認資料が多岐にわたっており、確認負担が大きい
・昨今の金融犯罪情勢や当局・社会的な要請を踏まえ、対面での確認負担は増加する見込み

かかる状況のなか、CBDCにおける対面のKYCについては、簡素化が必要と思料
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1. 対面での取引時確認について

 口座開設をはじめとした、本人確認が必要な取引を行う際には、犯罪収益移転防止法に則った取引時確認を実施。

– お客さまとのお取引の内容、状況に応じて、お取引に使われる資金の原資や使途、資産・収入の状況等を追加確認することも。

 「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン（以下、ガイドライン）」や「国民を詐欺から守るための総合対策」を踏まえ、
特殊詐欺等に利用されやすいとされている顧客層（在留期間の定めのある国内居住外国人のお客さま/ご年配のお客さま等）に対しては
追加説明を実施。

〈お客さま手交チラシ例〉〈当行HPより抜粋〉

（一部省略）

別添２
株式会社三井住友銀行
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2. CBDCにおけるディスカッションポイント

(1)疑わしい取引懸念先について、明確な基準が設けられていない中でどこまで踏み込んで対応すべきか

 疑わしい取引を未然防止するため、取引目的が不明確若しくは不審な点がある場合は、お客さまに追加確認を実施。
「ガイドライン」等を根拠にご説明するが、一部のお客さまには対応にご理解いただけず、苦情等に発展するケースあり。

 疑わしい取引懸念先について、毅然とした態度で追加確認・謝絶対応を行うためにはどうすればよいか。

(2)対面で取引時確認する際に、ICチップ付本人確認書類の読み取りを義務付けることの課題・実現可能性について

 「国民を詐欺から守るための総合対策」に記載の通り、犯罪収益移転防止法及び携帯電話不正利用防止法に基づく本人確認において、
非対面ではマイナンバーカード（公的個人認証サービス）への一本化、対面ではマイナンバーカード等ICチップ情報の読み取り義務化 等の
措置が検討されている。

 各金融機関においても本措置への対応方針の検討が必要だが、どういった課題があるか。

– 例：被災等によりICチップ付本人確認書類を紛失したお客さまへの対応、ICチップ読み取り機器が故障した場合の対応方針 等。
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照合できました

次へすすむ

本人確認書類の顔写真と、
撮影した顔写真が照合できました。

アプリアイコン











券面に「平成36年」と記載が
ある身分証明書もシステムで
自動判定！



※運転免許証/運転経歴証明書/在留カード/
特別永住者証明書に対応した機能です

※傷や汚れにより誤読する可能性があります。
（手修正可能）









「 未来のあたりまえをつくる。」はDNPの登録商標です。




